
第 2 回 献血推進本部議事次第 

日時     平成 1 7 年 5 月 3 0 日 1 6 時 00 分から 

場所     厚生労働省専用第 1 5 会議室 ( 厚生労働省 7 階 ) 

議 題 

]  新たな献血制限の 実施について 

2  献血構造改革の 推進について 

3  その他 

配 布 資 料 

資料 A 一 「 変異型 ウ ロイツフェルト・ヤコブ 病 対策を実施した 場合の影 
響の評価及び 対応について ( 案 ) 

資料 A 一 2  都内における vCJD 献血制限による 献血者減少対策について 

資料 A 一 3  献血推進本部における 呼びかけの状況について 
資料 B 血液構造改革の 重点事項について ( 案 ) 

本日の推進本部会議は ，厚生労働大臣 ご 出席の下、 公開で実施しますので 



献血推進本部設置要綱 

1 . 目 的 

血液製剤による 変異型クロイツフェルト・ヤコブ 病 (vCJD) の伝播防止のための 

献血制限において、 国民の医療に 必要な血液製剤の 供給に支障を 来さないよう、 関係部 

局の協力の下、 献血の確保、 血液製剤の適正使用等の 対策の一層の 推進を図る。 
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本部員 事務次官 

厚生労働審議官 

官房長 

総括審議官 

技術総括審議官 

医政局長 

健康局長 

医薬食品局長 

労働基準局長 ・ 

職業能力開発局長 

その他本部長が 指名する者 
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Ⅰ 資料 ワ A Ⅰ 

変異型クロイツフ エノレト ・ヤコブ 病 対策を実施した 場合の 

献血への影響及び 対応について ( 案 ) 

平成 ¥7 年 5 月 医薬食品 局 

l l 英国滞在歴による 献血制限の影響調査 l 

英国滞在者献血 4 月以降の献血呼びかけ 増減 
制限による減少による 献血者の増加率 
見込み率 ( ) 内は新規献血者の 増加率 

全国 2. 6% 10.@ 2%@(4.@ 5%) 7. 6%  (  1. 9%) 

東京 5. 7% Ⅹ 5. 5 別 2. 1 胚 ) AO, 2%HoU03. 6%) 

Ⅹ 東京は 3 月の調査では 6. 7% 減の見込みであ ったが、 4.5 月の調査では 5. 7% 

に減少 ( アナウンス効果等 ) 

Ⅹ 血液製剤の在庫については、 4 月 7 日が 7 2% と最も低く、 5 月 6 日が 2 1 3% 

と 最も高かった (5 月 2 6 日現在は「 7 7% であ る ) 

l2  血液製剤の在庫の 見込み l 

(1) 全国 

英国滞在 歴 のあ る献血者を制限しても、 献血への呼びかけを 継続す 

ることにより、 安定的に在庫を 確保することが 可能。 
(2) 東京都 

①献血者への 呼びかけを継続し、 多くの人々に 協力いただくことに 
より、 5, 7% 減の影響を補 う 方向。 

②ただし、 4 月の呼びかげにおいて、 東京は新規献血者増が 少なく 

(2. 1 %) 、 複数回献血者の 増が確保できない 場合、 3. 6% 

程度の献血者の 減となり、 在庫水準も季節的に 厳しくなる可能性 
あ り。 

3  今後の対応 

(1) 献血制限の開始 
0 平成 17 年 6 月 1 日から m980 年 ～ 1996 年までの間に 英国に 1 日 以上 ぬ一ぬ 
0 まれな血液型 ( ボンベイ 型 、 Mk 型、 p 型等 ) については、 献血制 

限に よ り輸血できないおそれが 生じるため、 当面、 制限の対象とせ 
ず 、 これらの血液を 輸血する場合は、 医療機関と連携し 十分なイン 
フオームド・コンセントを 行う。 

一 Ⅰ -- 



0 常に全国の在庫水準等を 把握し、 供給量が危機的状況に 陥る状況を 
早期に捉え、   酊題 が生じれば、     国滞在者の献血制限の 内容を再   
訂 する。 

Ⅹ 英国滞在者に 献血をご遠慮いただく 際にば、 今回の措置の 背景を十分に 説明 

し 、 かっ、 当面の措置であ ることを伝える 必要があ る。 

(2)  今後の対策 
0 献血推進の呼びかけの 継続 

0 適正使用の推進 
0 危機管理対応 

・血液製剤の 在庫水準低下時の 危機管理対応 
・東京地域における 在庫 欠品 時の全国的血液製剤搬送 

0 少子高齢化社会に 向けて献血に 係る構造改革を 推進 

( 参 考 ) 

3 月及び 4 月以降の調査 ( 日本赤十字社 ) により得られた 影響見込み 

調査地点 調査期間 英国滞在者献血制限 

による減少見込み 

東京 東京 3 月 1 6 ～ 2 2 日 6. 7% 

4 月 1 9 ～ 2 2 日 5. 7 % 

5 月 1 6 ～ 2 0 日 

全国 東京、 北海道、 大阪、 宮 3 月 1 6 ～ 2 2 日 3. 6% 

城 、 愛知、 岡山、 福岡 

大阪、 北海道 4 月 1 9 ～ 2 2 日 2. 6% 

Ⅹ 4 月以降の数値は、 献血呼びかけに よ るアナウンス 効果等を踏まえたもの 

4 月以降の献血呼びかけに よ る献血者の増加率 

  調査地点 調査期間 対前年増加率 対前年 

米 新規献血者増加率 米 

東京 東京 4 月Ⅰ～ 3 0 日 5. 5% 2.  ] % 

4 月Ⅱ～ 5 月 6 日 6, 8% 

東京以外 全国 4 月 1 ～ 3 0 日 1 0.@ 2% 4. 5% 

4 月 1 ～ 5 月 6 日 1 5. 8% 

米 前年同時期の 献血者数を 1 00% として計算 
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